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　「マンションの防災力向上を目指して」をテーマに、集改センター（松山功代表理事）では平成 26 年 10 月

４日、大阪市立住まい情報センター３階ホールでセミナー（後援・マンション管理センター、住まい情報セ

ンター、神戸市すまいの安心支援センター）を開催しました。南海トラフ地震とそれに伴う津波は、近畿地

区にも大きな被害を及ぼすことが予想されています。マンションにお住まいの方も「防災」についての関心

は高く、当日は大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良の各地の管理組合役員など約１２０人が参加しました。

　セミナーの開会にあたり、松山代表理事は「昨今、
各地で様々な災害が起こっている。８月には広島で
土砂災害、先月には御嶽山で噴火が起こり、近づ
く台風による被害も懸念されています。本日はこ

うした災害への備え、日頃の防災対策について様々
な角度から考えることにしており、ご参考にして
ください」とあいさつしました。
　セミナーでは、江川秀樹一級建築士・マンション
管理士が「防災倉庫の設置と備品の備え～ライフラ
イン復旧までの助け合いに必要なものは」、枝俊男
マンション管理士が「マンションの防災の仕組み
と運営～機能する防災マニュアル、防災組織とは」、
松山代表理事（一級建築士）は「マンションと地震
の基礎知識～マンションは地震に強い？弱い？～」
のテーマで講演しました。（２面に関係記事）

地震と津波への備えは万全ですか？

震度６弱以上の揺れが発生した 3 分後、堤防がすべて
破壊された場合の大阪市の津波浸水分布図

（内閣府による被害想定の推計結果）

～いまマンション管理組合ができる対策は～

あいさつする松山代表理事

集改センターが防災セミナーを開催
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　過去の地震では誰に助けられ
たかを調べると、ご近所の助け
が一番多く、住民同士の「共助」
の大切さが認識できました。
　南海トラフ地震の評価が見直
された結果、その被害想定は過
去に例がない驚くべき規模とな

りました。大阪市の予想（１面の図）では、港区
の場合、震度６弱の地震が発生して２時間後に最
大４メートルの津波が起こる可能性があります。
　ライフラインの復旧は、東日本大震災では電気
３日間、水道１週間、都市ガス１か月を要しました。
　マンションでは防災倉庫の設置が必要です。既存
の空き駐車場を改造したり、集会場、エレベーター
ホールの一部を防災倉庫に改修する方法も考えら
れます。
　個人（自助）では 20 日分程度の備蓄が望まれます。
緊急時・非常時に対応できるマンション共用部分
の備品としては、蓄電池や開かないドアを破るエ
ンジンカッター、ドアチェーンを切るボルトクリッ
パーなどが挙げられます。
　防災用品は無数に販売されていますが、自分たち
のマンションに必要な物の検討・選択にも、防災
委員会のような組織づくりと運営が欠かせません。

セミナー「マンションの防災力向上を目指して」講演の要旨

セミナー会場には 120 人が参加

防災倉庫の設置と備品の備え
～ライフライン復旧までに必要なものは？～

　江川 秀樹（一級建築士・マンション管理士）

江川 秀樹氏

　阪神淡路大震災では「玄関ド
アが開かない」「こじ開けたら閉
まらなくなった」「コンクリート
壁のすさまじい破壊を見てこの
ままでは危険で住めないのでは
ないか？」など、さまざまな不
安が発生しました。

　ライフライン（電気・水道・ガス）の復旧で起
こった二次被害の経験から、管理組合が行う応急
処置では停電時にすべての電源を切り、復旧二次
災害への対策が必要です。電気は復旧が早いため、
電気ストーブからの発火、給水ポンプからの漏水、

マンションの防災の仕組みと運営
～機能する防災マニュアル、防災組織とは～

　枝 俊男（マンション管理士）

枝 俊男氏

　柱や梁の構造、マンションの形状によっても耐震
性に大きな違いがあります。構造的にシンプルな建
物に比べ、１階がピロティ形状や上階がセットバッ
ク形状の建物は耐震性が劣ります。
　マンションの耐震設計は年齢により、1971 年以
前の設計「旧耐震の設計法」、1981 年までの「移行
期の設計法」、1981 年以降の「新耐震の設計法」に
分けられます。
　旧耐震設計では震度５弱程度を想定し、地震を
横方向の力のみで考え、建物の剛性は無視してい
ましたが、新耐震設計では地震を振動（地盤の揺れ）
として考え、建物の剛性を評価検討して過大な建
物変形を生じさせないようにしています。
　　　　　　　　　　　◇
　講演終了後、参加者からの質問に各講師が回答
し、セミナーは終了。防災備品などの各メーカー
等から提供されたパンフレットが参加者に配布さ
れました。
　大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良の各地からの参加
者は、120 名を超え、国土交通省のマンション総合
調査（平成 25 年度）でもトップになっている防災
意識の高いことが本セミナーでも改めて認識され、
セミナーは盛会に終了しました。

マンションと地震の基礎知識
～マンションは地震に強い？弱い？～

　松山 功（一級建築士）

エレベーターが急に動き出して人身事故を起こす、
などの復電事故を防止しなければなりません。
　日頃の防災対策では、緊急連絡先、防災委員会
の設置、防災訓練が必要です。防災マニュアル作
成には大阪市や仙台市が公表している防災マニュ
アルなどが参考になります。
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　マンション大規模修繕工事とはどのような工事
でしょうか？――集改センターでは昨年 11 月の
第 122 回スキルアップセミナーで松山代表理事が
講師となり、改めて工事のポイントについて考え
ました。

Ｑ . 大規模修繕工事とはどんな工事のこと？
Ａ . 建築基準法には「大規模修繕工事」の定義は
ありません｡「修繕」とは「同じ材料、形状、寸
法のものを用いて原状回復を図ることです。また、
同工事の「設計」「工事監理」業務は建築土など
の資格は必要なく、誰でも行うことができます。

Ｑ . なぜ 12 年ごとに大規模修繕工事を行うの？
Ａ . 建築物は経年とともに傷む（劣化する）た
め、建物性能を保持するにはメンテナンスが必要
です。オフィスや商業ビルは 12 年ごとに大規模
修繕工事は実施していません。賃貸マンションの
オーナーも実施していません。分譲マンションは
多数の所有者が存圧する特殊な権利形態であり、

メンテナンスの考え方が他とは違います。オフィ
スビル・商業ビルは定期的なメンテナンスを行う
ことにより、建築物の劣化を修繕しています。マ
ンションがオフィスビル・商業ビルのように定期
的なメンテナンスで済ませられるなら大規模修繕
工事は不要になるかもしれません。

Ｑ . 良い工事にするために管理組合ができることは？
Ａ．工事中、管理組合は工事に「協力」すること
が大切です。それには、工事業者と良いパートナー
シップを築きあげることです。管理組合、居住者、
設計事務所（コンサルタント）、現揚代理人、作
業員など、工事に関わる全ての関係者か、良い関
係で進めることが大規模修繕を成功に導くポイン
トです。これは分かっているようで、なかなか実
行に移せない問題です。

「大規模修繕工事を考える＆知る」
～スキルアップセミナーより～
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―特殊な立地環境の中の工事で苦労された点は？

江原　工事には資材置き場や作業員の詰め所など

のスペースが必要です。ところが、マンションの

周囲には全くそうした場所がありません。このた

め、理事長にお願いして、一時的に駐車場を空け

ていただき、必要なスペースを確保できました。

最初は大変難しい工事になりそうでしたが、逆に

快適に作業を進めることができました。

以後　工事が始まるまでに急きょ３個所に駐車場

を交渉し、ちょうど必要台数（21 台）を確保でき

ました。駐車場は賃貸ですが、新しく確保した駐

車場は組合が負担しました。このマンションは川

の風がよく通り、窓からは四季の景色が楽しめま

す。川のせせらぎの音が年中聞こえるため、逆に

マンションの中の音は意外と気にならないようで

す。工事中も結構騒音が発生しましたが、音に関

する苦情は一切ありませんでした。ただ、山から

の湧水が多いので、この機会になんらかの対策が

必要です。

鰐渕　湧水はうまく利用できれば、逆に大変役に

立ちます。地震などの非常時に一番重要なのは水

の確保ですから。工事の間、音やほこり、洗濯な

どではご不便をおかけし、面格子の取り外しや取

り付けには在宅していただかないといけないので

すが、理事長がよく管理組合をまとめていただき、

住民の皆さんが工事を成功させようと一致団結し

て協力していただいているので、大変助かります。

山と川の自然に囲まれた「アズレ川西」

以後理事長（中央）を囲み、
左から鰐渕コンサルタント、江原現場代理人

自然の中のマンション「アズレ川西」

大規模修繕工事　現場レポート

　能勢電鉄妙見線・鼓滝駅近くのマンション「アズレ川西」（川西市矢問１丁目、平成 13 年築、78 戸）

は、前が猪名川、周囲が山という自然に囲まれたユニークな立地環境が特徴。築後 13 年目を迎えて、

第１回目の大規模修繕を実施することになり、現在工事が進んでいます。自然の中のマンションの

大規模修繕工事は、どのような苦労や工夫があったのか、管理組合の以後保夫理事長、施工を担当

する江原功現場代理人（株カシワバラ・コーポレーション）、設計・監理を担当する鰐渕祐子コン

サルタント（集改センター）にお話をうかがいました。（文中敬称略）
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入会のご案内
■正会員

　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』やブックレットをお届けし、お得な

マンション情報やセミナー等をご案内します。

 ・入会金 6000 円　会費 1500 円 / 月

■顧問契約会員

　マンション管理組合が対象です。マンション管理士や

建築士等の専門家が顧問に就任し、管理組合をサポー

トします。『集改ニュース』を全戸分送付、セミナー等

にご優待、その他オプションで広報チラシ作成、HP 作

成等議事録テープ起こし等のご相談もお受けします。

 ・入会金、会費等はマンションの戸数によって異なります。

本部事務局（06-6943-8383）へお問い合わせください。

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セン
ター）は、建物の大規模修繕・改修工事などのハー
ド面、及び日頃の管理組合運営に関するソフト面の
両面から、マンションにお住まいの方々を支援する
専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

■一級建築士事務所登録の年月日
　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ロ - 第 22027 号

集改センターの概要 ***** ***** **********

新年のごあいさつ

新しいネットワークに期待

集改センター代表理事　松山 功

　明けましておめでとうございます。早いもので集
改センターは今年で設立 13 年目を迎えます。設立の
当時は、専門家のネットワークにより、知恵と技術と
情報を提供して、管理組合をサポートすることを目
標にしていました。そして、マンションの管理運営
や大規模修繕工事のコンサルタント業務などに数多
くの実績を積み重ねて今日に至っています。
　昨年からは、さらに技術・サービスの向上、人材
の育成を図り、２つの新しい試みを始めました。
　１つは、実際の工事を担当する若手の現場監督の
レベルアップを図る「集改塾」の開講です。マンショ
ンの改修工事は、管理組合とわれわれコンサルタン
ト、施工業者が互いに信頼感をもって連携し、協力
し合うことが大切です。最近では、建設工事にたず
さわる技術者・技能者の不足が深刻化しており、工
事の遅延や技術の低下が懸念されています。このた

め、集改センターでは毎月、賛助会員の若手の技術
者らを対象に、改修工事の基本から改めて確認し、
併せて現在の工事の問題点も話し合うことにしまし
た。毎回、活発な意見交換がされており、参加者の
スキルアップに必ず役立つものと確信しています。
　もう１つは、「女子部会」の設立です。集改センター
には、さまざまな分野で活躍する女性が参加してい
ますが、「女子部会」では専門分野を越えた横断的な
ネットワークを結成することにより、新しいアイデア、
サービスの創出を図ります。すでに、8 月の「サンビ
オラ夏祭り」や 10 月の「マンションセミナー」では、
女子部会が中心になって事業を企画、実行されまし
た。さらに今後の展開を楽しみにしています。
　以上、年頭にあたり、所信の一端を申し上げました。
今年が皆さまとともに実り豊かな１年になりますこと
を願い、新年のごあいさつとさせていただきます。 

スキルアップセミナーの予定
月日 部門 講師 /進行 内　　容

第 124回

2月 4日

管理

運営

木村長敏

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

●テーマ：「管理組合は専有部分にどこまでかかわるべきか？」―管理組合を悩ま

す認知症トラブルが増加。孤独死や空室、お一人住まいの高齢者への対応を迫られ

る管理組合。管理組合や大規模修繕の関係者は避けて通れない問題を取り上げます。

第 125回

３月４日

設計

監理

新保勝浩
㈱ﾈｵﾌｫﾙﾑ構造技研

代表取締役

●テーマ：「震災に学ぶ耐震診断と改修工事」（予定）―震災から大切な人命や財産

を守る上で、建物の耐震診断・改修を積極的に行い、地震に強い建物にするための

勉強をします。


